
資

料コ

ロ
ン
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

　
　
　
i
コ
ロ
ン
ビ
ア
共
和
国
に
お
け
る
離
婚
法
の
創
設
ー

黒奥

山木

三恭

子郎

　
　
　
　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
共
著
者
は
、
先
に
、
現
在
な
お
離
婚
の
立
法
化
に
至
ら
な
い
諸
国
を
紹
介
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
最
近
立
法
化
の
準
備
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
作
業
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

最
終
段
階
に
あ
る
と
思
わ
れ
た
「
チ
リ
」
を
と
り
あ
げ
て
そ
の
法
案
を
紹
介
し
た
。
し
か
し
政
変
に
よ
っ
て
、
そ
の
最
終
法
案
も
今
後
い
か
な
る
過
程

を
た
ど
る
か
推
測
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た
。
し
か
し
同
様
に
政
局
不
安
の
情
勢
の
中
で
、
コ
・
ン
ビ
ア
は
教
会
関
係
者
等
の
強
力
な
反
対
を
押
し
切

っ
て
、
一
九
七
五
年
末
、
立
法
化
に
成
功
し
、
本
年
か
ら
改
正
民
法
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
全
体
の
婚
姻
法
の
す
う
勢

　
　
　
　
（
2
）

を
見
る
う
え
で
、
最
新
情
報
を
広
く
紹
介
す
る
こ
と
の
意
義
を
認
め
、
現
在
詳
細
な
文
献
、
資
料
も
未
だ
入
手
し
得
な
い
状
況
の
ま
ま
、
あ
え
て
こ
こ

に
改
正
法
お
よ
び
旧
法
の
訳
出
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。

一
、
コ
・
ソ
ビ
ア
は
、
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
中
で
も
、
制
度
的
組
織
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
勢
力
が
強
い
国
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

コ
・
ソ
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

一
五
九



コ
・
ソ
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

一
六
〇

る
。
し
か
し
近
年
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
全
体
に
、
教
会
の
復
古
的
反
動
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
薄
れ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
や
キ
ュ
ー
バ
等
に
見
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
、
教
会
が
社
会
構
造
の
近
代
化
を
促
す
任
務
を
果
た
し
て
い
る
傾
向
が
あ
る
が
、
こ
の
現
象
は
コ
・
ン
ビ
ア
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
コ
ロ
ソ
ビ
ア
の
離
婚
法
論
争
で
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
政
教
協
約
（
0
8
8
鼠
緯
o
）
で
あ
り
、
常
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
の
が
一
九
七

五
年
に
成
立
し
た
イ
タ
リ
ア
離
婚
法
（
家
族
法
改
正
法
）
で
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
で
の
離
婚
法
の
成
立
を
、
教
会
の
名
誉
を
失
墜
さ
せ
た
も
の
と
と
ら

え
た
、
保
守
的
聖
職
者
を
中
心
と
し
た
離
婚
反
対
論
者
達
は
、
コ
ロ
ン
ピ
ア
の
情
勢
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
世
論
が
離
婚
を
コ
・
ン
ピ
ア
民
主
化

の
旗
印
と
し
て
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
を
政
治
と
い
う
闘
争
の
場
に
組
み
込
む
こ
と
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
な
い
。
ま
ず
も

っ
て
婚
姻
に
関
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
徹
底
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
コ
・
ン
ビ
ア
の
因
襲
は
、
未
だ
こ
の
改
革
に
打
ち
勝

て
る
ほ
ど
の
新
し
い
「
民
主
主
義
」
に
成
熟
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
徹
底
さ
が
強
調
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

る
、
と
。

　
し
か
し
一
方
で
、
同
じ
く
イ
タ
リ
ア
の
離
婚
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
も
、
コ
・
ン
ビ
ア
は
こ
れ
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
し
て
、
修
正
を
ほ
ど
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
た
上
で
の
政
教
協
約
と
離
婚
と
の
妥
協
点
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
努
力
も
な
さ
れ
た
。
新
し
い
協
約
を
是
認
し
た
場
合
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
婚
姻
は
二

つ
の
タ
イ
プ
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
規
範
に
の
っ
と
っ
て
儀
式
を
行
い
、
か
つ
民
事
上
の
効
力
を
生
じ
る
教
会
婚
と
、
官
吏
の
面

前
で
挙
式
を
行
な
う
民
事
婚
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
修
正
協
約
の
長
所
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
教
会
と
の
縁
を
立
ち
き
ら
ず
と
も
民
事
婚
に
逃
げ

込
め
る
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
は
民
事
婚
を
締
結
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
　
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
お
け
る
度
々

の
社
会
的
宗
教
的
圧
力
に
ょ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
婚
姻
儀
式
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ぽ
「
コ
ロ
ソ
ビ
ア

の
伝
統
的
カ
ト
リ
ッ
ク
感
」
を
考
え
る
場
合
、
国
民
の
大
半
が
真
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
は
、
問
題
の
余
地
が
あ
ろ

う
。
と
も
あ
れ
教
会
自
身
が
、
今
後
の
予
測
不
可
能
な
問
題
の
広
が
り
を
考
え
て
、
新
し
い
協
約
を
検
討
す
る
こ
と
に
好
意
的
態
度
で
あ
っ
た
こ
と
が

、
今
回
の
改
正
法
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
二
、
条
文
の
訳
出
は
新
旧
対
照
と
し
た
が
、
引
用
し
た
改
正
前
条
文
だ
け
で
は
、
民
法
典
の
体
系
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
た
め
、
引
用
の
な
い
部
分

に
つ
い
て
は
、
各
編
の
表
題
と
条
文
数
の
み
を
掲
げ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
今
回
改
正
さ
れ
た
第
六
編
ま
で
の
体
裁
は
、
第
一
編
国
籍
お
よ
び
住
所
、
第
二
編
出
生
お
よ
び
死
亡
、
第
三
編
婚
約
、
第
四
編
婚
姻
、
第
五
編
婚
姻



無
効
お
よ
び
そ
の
効
果
、
で
あ
る
。

　
な
お
改
正
前
民
事
訟
訴
法
に
つ
い
て
は
、
入
手
し
次
第
、
機
会
を
改
め
て
発
表
す
る
。

（
1
）
　
比
較
法
学
第
一
一
巻
第
一
号
七
一
頁

（
2
）
　
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
離
婚
法
の
概
略
的
紹
介
と
し
て
、
湯
浅
伸
「
各
国
離
婚
法
規
定
一
覧
」
外
国
の
立
法
第
一
五
巻
第
二
号
八
六
頁
。
な
お
同

　
　
書
は
一
九
七
六
年
三
月
号
で
あ
り
、
当
時
コ
ロ
ソ
ビ
ア
離
婚
法
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
。

（
3
）
　
F
・
G
・
ヒ
ル
著
、
ア
ン
ド
ラ
ー
デ
、
村
江
四
郎
訳
「
ラ
テ
ソ
・
ア
メ
リ
カ
ー
そ
の
政
治
と
社
会
」
東
大
出
版
会
一
九
七
一
年
。

（
4
）
　
一
八
八
八
年
法
律
第
三
五
号
（
一
八
八
八
年
二
月
二
四
日
ボ
ゴ
タ
に
て
成
立
）

　
　
　
ロ
ー
マ
法
王
レ
オ
ン
一
三
世
と
共
和
国
大
統
領
と
の
間
で
ロ
ー
マ
市
に
て
と
り
行
な
わ
れ
た
一
八
八
七
年
一
二
月
三
一
日
の
協
約
を
承
認
し
た

　
　
も
の
。

　
　
　
同
法
第
一
七
条
　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
信
仰
す
る
全
て
の
も
の
が
と
り
行
う
べ
き
婚
姻
は
、
ト
レ
ン
ト
会
議
の
定
め
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
儀
式
を

　
　
挙
行
し
た
場
合
に
の
み
、
人
、
夫
婦
の
財
産
お
よ
び
子
に
関
す
る
民
事
上
の
効
果
を
生
じ
る
。
儀
式
に
は
、
民
事
登
録
簿
へ
の
婚
姻
の
登
録
を
証

　
　
明
す
る
目
的
で
、
法
の
定
め
る
公
務
員
が
立
ち
会
う
こ
と
。

（
5
）
　
U
一
く
9
9
0
0
口
9
Φ
ロ
U
貯
2
0
三
一
一
R
ヨ
o
国
昌
8
＜
器
ρ
琴
F
（
》
昌
巴
一
－
Ω
器
》
客
ミ
・
サ
蒔
）
　
著
者
は
哲
学
者
で
あ
る
。

（
6
）
　
旧
法
で
使
わ
れ
た
「
デ
ィ
ボ
ル
シ
オ
」
（
9
＜
9
9
0
）
が
別
居
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
全
体
に
共
通
で
あ
り
、
新

　
　
た
に
離
婚
を
認
め
る
際
に
は
「
デ
ィ
ボ
ル
シ
オ
」
を
離
婚
の
意
味
に
使
用
し
、
旧
来
の
別
居
は
、
肉
体
の
分
離
（
ω
o
冨
轟
9
8
号
8
0
巷
8
）

　
　
と
表
現
す
る
。
従
っ
て
本
稿
で
も
、
旧
法
に
使
わ
れ
た
＆
＜
自
9
0
を
別
居
と
し
、
新
法
の
そ
れ
を
離
婚
と
訳
し
た
。

　
　
　
新
　
　
　
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧
　
　
　
法

　
　
　
　
一
八
七
六
年
法
律
第
一
号

　
民
事
婚
に
離
婚
を
創
設
し
、
民
事
婚
お
よ
び
教
会
婚
に
肉
体
お
よ
び

財
産
の
分
離
を
明
文
化
し
、
民
法
典
お
よ
び
民
事
訴
訟
法
典
中
の
、
家

　
　
　
コ
・
ン
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



　
　
　
コ
ロ
ソ
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

族
に
関
す
る
規
定
を
修
正
す
る
〔
た
め
の
法
律
〕

一
六
二

第
一
条
民
法
第
一
五
二
条
は
、
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
五
二
条
民
事
婚
は
、
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
も
し
く
は
認
定
死
亡

　
　
あ
る
い
は
裁
判
離
婚
に
よ
っ
て
解
消
す
る
。

第
二
条
　
民
法
第
一
巻
第
七
編
は
、
次
の
と
お
り
称
す
る
。

　
　
「
離
婚
（
島
ぎ
益
o
）
お
よ
び
別
居
（
の
o
冨
壁
9
8
畠
霊
R
b
8
）

　
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
と
効
果
」

第
三
条
民
法
第
一
五
三
条
は
削
除
。

第
四
条
　
民
法
第
一
五
四
条
は
、
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
五
四
条
　
離
婚
原
因
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
一
、
夫
婦
の
一
方
の
婚
姻
外
の
性
的
関
係
。
但
し
原
告
が
同
意
し
、

　
　
　
こ
れ
を
促
進
さ
せ
、
あ
る
い
は
許
容
し
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り

　
　
　
で
は
な
い
。

　
　
　
　
婚
姻
外
の
性
的
関
係
は
、
夫
婦
の
一
方
に
よ
る
新
た
な
婚
姻
の

　
　
　
儀
式
に
よ
り
推
定
し
得
る
。
但
し
儀
式
の
形
式
お
よ
び
効
力
の
い

　
　
　
か
ん
は
問
わ
な
い
。

　
　
二
、
夫
婦
の
い
ず
れ
か
に
、
夫
ま
た
は
父
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
妻

　
　
　
ま
た
は
母
と
し
て
の
義
務
の
重
大
か
つ
不
正
な
不
履
行
が
あ
る
こ

　
民
法
第
一
巻
（
人
事
編
）
第
六
編
　
婚
姻
の
解
消

民
法
第
一
五
ご
条
　
婚
姻
は
、
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
に
よ
っ
て
解
消
す
る
。

民
法
第
一
巻
第
七
編

　
　
「
別
居
（
島
く
自
9
0
）

に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
と
効
果
」

　
　
第
一
節
　
別
居

民
法
第
一
五
三
条
　
別
居
は
婚
姻
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
く
、
夫
婦
の

　
共
同
生
活
を
停
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
第
二
節
別
居
原
因

民
法
第
一
五
四
条
　
別
居
原
因
は
以
下
の
と
う
り
で
あ
る
。

　
一
、
妻
の
姦
通

　
二
、
夫
が
妾
を
も
つ
こ
と

　
三
、
夫
婦
の
い
ず
れ
か
の
常
習
的
酩
酊

　
四
、
妻
の
、
妻
お
よ
び
母
と
し
て
の
義
務
の
完
全
な
放
棄
お
よ
び
夫

　
　
の
、
夫
お
よ
び
父
と
し
て
の
義
務
の
完
全
な
放
棄

　
五
、
夫
婦
の
他
の
一
方
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
し
、
も
し
く
は
家
庭
の

　
　
平
穏
が
保
て
な
く
な
る
ほ
ど
の
暴
行
虐
待



　
　
　
と
。

　
　
三
、
夫
婦
の
他
の
一
方
の
、
ま
た
は
夫
婦
の
子
の
健
康
、
肉
体
の
完

　
　
　
全
性
も
し
く
は
生
命
を
危
険
に
し
、
あ
る
い
は
家
庭
の
平
穏
が
保

　
　
　
て
な
く
な
る
ほ
ど
の
暴
行
虐
待
。

　
　
四
、
夫
婦
の
い
ず
れ
か
の
常
習
的
銘
酊
。

　
　
五
、
麻
薬
あ
る
い
は
麻
酔
剤
の
常
習
的
あ
る
い
は
強
制
的
使
用
。
但

　
　
　
し
医
師
の
処
方
に
よ
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
六
、
夫
婦
の
一
方
の
肉
体
的
・
精
神
的
、
重
大
か
つ
不
治
の
病
気
に

　
　
　
よ
り
、
夫
婦
の
他
の
一
方
の
精
神
的
・
肉
体
的
健
全
性
が
害
さ

　
　
　
れ
、
夫
婦
共
同
体
の
続
行
が
不
可
能
と
な
る
場
合
。

　
　
七
、
夫
婦
の
一
方
が
、
夫
婦
の
他
の
一
方
、
子
あ
る
い
は
同
じ
家
に

　
　
　
住
み
看
護
を
受
け
て
い
る
者
に
対
し
、
堕
落
さ
せ
る
傾
向
を
持
つ

　
　
　
よ
う
な
何
ら
か
の
行
為
を
し
た
場
合
。

　
　
八
、
別
居
が
二
年
以
上
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
裁
判
上
確
定
し
た
場

　
　
　
合
。

　
　
九
、
夫
婦
の
一
方
が
非
政
治
的
犯
罪
で
四
年
以
上
禁
固
刑
に
処
さ
れ

　
　
　
た
こ
と
。
但
し
離
婚
判
決
を
下
す
裁
判
官
が
、
残
虐
あ
る
い
は
加

　
　
　
辱
的
と
認
め
た
場
合
に
限
る
。

第
五
条
民
法
一
五
五
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
五
五
条
証
拠
た
る
〔
離
婚
〕
原
因
を
構
成
す
る
事
実
が
、
夫
婦

　
　
生
活
の
一
体
性
回
復
の
見
込
み
が
な
い
ほ
ど
に
、
婚
姻
共
同
体
の
深

コ
・
ン
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

民
法
第
一
五
五
条
　
夫
婦
の
い
ず
れ
か
に
、
精
神
錯
乱
、
伝
染
病
お
よ
び

　
そ
の
他
同
様
な
何
ら
か
の
欠
陥
が
あ
る
場
合
、
別
居
は
正
当
と
み
な
さ

一
六
三



コ
ロ
ン
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

　
　
刻
な
崩
壊
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
の
み
が
離
婚
を

　
　
宣
言
す
る
。

　
　
　
未
成
年
の
子
の
利
益
、
婚
姻
継
続
の
期
間
お
よ
び
夫
婦
の
年
令
を

　
　
考
慮
し
て
、
離
婚
す
る
こ
と
が
道
徳
的
に
不
当
で
あ
る
と
認
め
た
場

　
　
合
馬
裁
判
官
は
離
婚
請
求
を
棄
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
補
助

　
　
的
に
請
求
さ
れ
て
い
る
別
居
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
　
し
か
し
子
を
考
慮
し
て
離
婚
請
求
の
道
徳
的
不
当
性
を
認
め
た
場

　
　
合
に
、
そ
の
諸
状
況
が
止
ん
だ
際
に
は
、
初
め
に
申
し
立
て
た
と
同

　
　
一
の
事
実
に
よ
る
場
合
で
さ
え
も
、
離
婚
を
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。

第
六
条
民
法
第
一
五
六
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
五
六
条
離
婚
を
誘
発
し
た
事
実
に
原
因
を
与
え
て
い
な
い
配
偶

　
　
者
の
み
が
、
〔
前
述
第
一
五
四
条
の
〕
一
お
よ
び
七
の
原
因
の
場
合

　
　
に
は
そ
の
事
実
を
認
識
し
て
か
ら
一
年
以
内
に
、
二
、
三
、
四
お
よ

　
　
び
五
の
原
因
の
場
合
に
は
、
そ
の
原
因
が
引
き
お
こ
さ
れ
て
か
ら
一

　
　
年
以
内
に
、
離
婚
を
請
求
し
う
る
。
但
し
一
お
よ
び
七
の
原
因
に
つ

　
　
い
て
は
、
そ
の
発
生
後
二
年
以
内
に
の
み
請
求
し
う
る
。

　
　
　
離
婚
原
因
は
、
当
該
夫
婦
の
供
述
の
み
で
は
証
拠
と
な
し
得
な

　
　
い
。

第
七
条
民
法
第
一
五
七
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
五
七
条
離
婚
裁
判
で
は
当
該
夫
婦
の
み
が
当
事
者
と
な
る
。
但

一
六
四

れ
な
い
。
し
か
し
前
記
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
、
夫
婦
の
他
の
一
方
の

請
求
に
よ
り
、
裁
判
官
は
略
式
手
続
き
に
よ
り
、
短
期
間
同
居
の
義
務

を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
病
気
欠
陥
等
の
あ
る
配
偶
者
に

対
す
る
そ
の
他
の
夫
婦
と
し
て
の
義
務
は
継
続
す
る
も
の
と
す
。

民
法
第
一
五
六
条
　
別
居
は
、
そ
れ
に
原
因
を
与
え
て
い
な
い
配
偶
者
の

　
み
が
請
求
し
う
る
。
か
つ
そ
の
後
の
裁
判
で
は
、
当
該
夫
婦
あ
る
い
は

　
そ
の
親
の
み
が
当
事
者
と
な
る
。
但
し
相
続
が
な
い
の
で
、
子
あ
る
い

　
は
妻
の
利
益
を
代
表
す
る
検
事
の
発
言
は
常
に
聴
従
さ
れ
る
。

民
法
第
一
五
七
条
　
別
居
請
求
を
認
め
る
場
合
、
も
し
く
は
緊
急
時
に
は



し
夫
婦
が
未
成
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
両
親
も
介
入
し
得
る
。

検
事
は
子
の
利
益
を
代
表
し
て
、
常
に
参
加
す
る
。

第
八
条
民
法
第
一
五
八
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
五
八
条
請
求
の
提
起
以
降
で
あ
れ
ば
そ
の
時
期
を
問
わ
ず
、
当

　
　
事
者
の
い
づ
れ
か
の
要
請
に
よ
り
、
裁
判
官
は
、
婚
姻
継
続
中
に
取

　
　
得
し
た
財
産
お
よ
び
夫
婦
の
他
の
一
方
が
固
有
に
取
得
し
た
財
産
に

　
　
関
す
る
法
に
従
い
、
必
要
な
手
段
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
民
法
第
一
五
九
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
五
九
条
夫
婦
の
一
方
の
死
亡
も
し
く
は
訴
訟
中
に
行
な
わ
れ
た

コ
ロ
ソ
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

裁
判
の
継
続
中
に
限
っ
て
、
裁
判
官
に
よ
り
臨
時
に
認
め
ら
れ
る
場

合
、
そ
の
手
続
き
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
夫
婦
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
。

二
、
妻
を
、
両
親
あ
る
い
は
近
親
者
の
家
、
も
し
く
は
こ
れ
ら
が
な
い

　
か
避
け
る
べ
き
場
合
に
は
裁
判
官
の
決
定
す
る
家
に
預
け
る
こ
と
。

三
、
〔
民
法
〕
第
一
六
〇
条
お
よ
び
〔
同
〕
第
一
六
一
条
の
規
定
に
従
っ

　
て
、
子
を
、
夫
婦
の
い
ず
れ
か
あ
る
い
は
そ
の
双
方
、
も
し
く
は
そ

　
の
他
の
人
の
看
護
の
も
と
に
お
く
こ
と
。

四
、
妻
と
子
の
住
居
お
よ
び
扶
養
の
た
め
に
、
夫
が
自
己
の
能
力
の
範

　
囲
内
で
妻
に
対
し
て
分
担
す
べ
き
金
額
、
お
よ
び
訴
訟
費
用
を
示
す

　
こ
と
。

五
、
妻
が
妊
娠
し
て
お
り
、
か
つ
夫
が
出
産
を
避
け
る
こ
と
を
希
望
し

　
て
い
る
場
合
、
本
法
第
一
巻
第
一
〇
編
第
二
章
の
規
定
に
従
っ
て
、

　
必
要
な
予
防
策
を
命
ず
る
こ
と
。

民
法
第
一
五
八
条
　
別
居
裁
判
の
間
、
夫
婦
共
有
財
産
の
管
理
は
、
夫
の

　
責
任
に
お
い
て
継
続
す
る
。
但
し
前
条
第
四
項
が
規
定
す
る
義
務
を
伴

　
う
も
の
と
す
る
。

民
法
第
一
五
九
条
　
和
解
は
別
居
裁
判
を
終
結
せ
し
め
、
か
つ
裁
判
で
示

一
六
五



コ
・
ン
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

　
　
和
解
に
よ
り
、
訴
訟
は
終
了
す
る
。
和
解
の
際
に
生
じ
た
原
因
に
よ

　
　
っ
て
新
た
に
離
婚
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
〇
条
民
法
第
一
六
〇
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
六
〇
条
　
離
婚
に
よ
り
婚
姻
の
き
ず
な
お
よ
び
夫
婦
関
係
が
解
消

　
　
す
る
と
判
示
さ
れ
て
も
、
双
方
の
子
に
つ
い
て
の
離
婚
当
事
者
の
権

　
　
利
義
務
は
継
続
す
る
。
か
つ
場
合
に
よ
っ
て
は
、
夫
婦
間
自
体
の
権

　
　
利
義
務
も
、
民
法
第
一
巻
第
一
二
編
の
規
定
に
従
っ
て
継
続
す
る
。

第
二
条
民
法
第
一
六
一
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
六
一
条
離
婚
配
偶
者
双
方
の
子
に
関
す
る
効
果
は
、
民
法
第
一

　
　
巻
第
二
蔚
よ
び
一
四
編
の
規
定
に
よ
る
。
但
し
親
権
の
管
理
お
よ

　
　
び
執
行
に
関
し
て
、
判
決
文
中
裁
判
官
が
特
段
の
定
め
を
な
し
た
場

　
　
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

第
一
二
条
民
法
第
一
六
二
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
六
二
条
本
法
第
一
五
四
条
の
一
、
二
、
三
、
四
、
五
お
よ
び
七

　
　
の
諸
原
因
の
場
合
、
無
責
配
偶
者
は
、
婚
姻
を
原
因
と
し
有
責
配
偶

　
　
者
に
対
し
て
行
な
っ
た
贈
与
を
と
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
婚

　
　
約
時
に
自
己
の
好
意
の
み
か
ら
と
り
決
め
た
権
利
や
譲
渡
は
、
こ
れ

　
　
に
含
ま
な
い
。

　
　
　
後
段
ー
離
婚
当
事
者
は
い
ず
れ
も
、
他
方
の
相
続
の
際
、
無
遺
言

　
　
で
相
続
す
る
た
め
の
生
存
配
偶
者
の
資
格
を
援
用
す
る
権
利
は
も
た

　
　
な
い
し
、
夫
婦
と
し
て
の
持
分
を
請
求
す
る
権
利
も
有
し
な
い
。

一
六
六

　
さ
れ
た
判
決
を
無
効
と
す
る
。
但
し
事
件
を
取
り
扱
う
裁
判
所
も
し
く

　
は
裁
判
官
、
あ
る
い
は
裁
判
が
終
了
し
て
い
る
場
合
に
は
第
一
審
の
裁

　
判
官
の
取
り
扱
い
の
も
と
で
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
三
節
別
居
の
効
果

民
法
第
一
六
〇
条
　
別
居
宣
言
の
判
決
を
執
行
す
る
場
合
、
男
子
が
七
才

　
以
下
の
場
合
お
よ
び
女
子
の
場
合
は
母
の
も
と
に
お
く
。

民
法
第
一
六
一
条
　
第
一
五
四
条
第
一
項
お
よ
び
第
四
項
の
い
ず
れ
か
の

　
原
因
に
あ
た
る
た
め
に
別
居
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、
性
の
い
か
ん
を

　
問
わ
ず
三
才
以
上
の
子
は
す
べ
て
、
無
責
配
偶
者
の
も
と
に
お
く
こ
と

　
と
す
る
。
但
し
扶
養
お
よ
び
教
育
費
は
、
裁
判
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
り
、
夫
婦
双
方
の
責
任
と
す
る
。

民
法
第
一
六
二
条
妻
の
特
有
財
産
は
妻
に
回
復
し
、
婚
姻
解
消
の
場
合

　
と
同
様
、
婚
姻
継
続
中
に
取
得
し
た
財
産
の
妻
の
持
分
は
、
妻
に
引
き

　
渡
さ
れ
る
。
但
し
後
述
の
例
外
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。



第
一
三
条
民
法
第
一
六
三
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
六
三
条
　
外
国
で
挙
式
し
た
民
事
婚
の
離
婚
は
、
夫
婦
の
住
所
地

　
　
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
執
行
に
際
し
、
夫
婦
が
供
に
住
ん
で
い

　
　
る
地
を
夫
婦
の
住
所
と
解
し
、
こ
れ
が
な
い
場
合
、
被
告
た
る
配
偶

　
　
者
の
住
所
を
夫
婦
の
住
所
地
と
み
な
す
。

第
一
四
条
民
法
第
一
六
四
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
吋
六
四
条
　
コ
・
ン
ビ
ア
で
締
結
し
た
民
事
婚
が
、
外
国
で
離
婚
判

　
　
決
を
下
さ
れ
た
場
合
、
夫
婦
の
住
所
の
法
が
適
用
さ
れ
、
か
つ
〔
コ
ロ

　
　
ン
ビ
ア
法
で
は
〕
解
消
の
効
果
は
生
じ
な
い
。
但
し
各
原
因
が
コ
・

　
　
ン
ピ
ア
の
法
で
承
認
さ
れ
、
か
つ
被
告
が
住
所
地
の
法
に
従
っ
て
通

　
　
知
を
受
け
あ
る
い
は
召
喚
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　
　
な
お
通
知
お
よ
び
召
喚
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
別
居
の
効
果
が

　
　
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。

第
一
五
条
民
法
第
一
六
五
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。
但
し
そ
の

　
前
に
第
四
節
の
標
題
名
「
別
居
」
を
置
く
。

コ
戸
ン
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

民
法
第
一
六
三
条
　
（
一
九
二
二
年
法
律
第
八
号
第
五
条
の
修
正
法
）
妻

　
が
姦
通
に
よ
り
別
居
原
因
を
形
成
し
た
場
合
、
婚
姻
継
続
中
に
取
得
し

　
た
財
産
に
対
す
る
自
己
の
権
利
は
維
持
す
る
。
但
し
婚
姻
が
継
続
し
て

　
い
る
場
合
は
、
夫
が
妻
の
財
産
を
管
理
す
る
。
一
方
財
産
分
離
の
場

　
合
、
妻
の
個
人
的
使
用
の
財
産
お
よ
び
別
居
の
後
に
何
ら
か
の
資
格
で

　
得
た
財
産
は
妻
が
管
理
す
る
。
別
居
中
の
妻
の
財
産
か
ら
生
じ
た
収
益

　
は
妻
に
属
す
。
但
し
嫡
出
子
の
扶
養
料
の
分
担
は
、
裁
判
官
の
決
定
す

　
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
夫
は
常
に
、
裁
判
官
の
決
定
し
た
と
こ
ろ
に
対
し
、
管
理
財
産
お
よ

　
び
別
居
中
の
妻
に
属
す
る
前
述
の
財
産
の
価
値
を
保
証
す
る
。

民
法
第
一
六
四
条
　
無
責
配
偶
者
は
、

　
贈
与
を
と
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

有
責
配
偶
者
に
対
し
て
行
な
っ
た

一
六
七



コ
ロ
ン
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

一
六
八

　
第
四
節
　
別
居

　
第
一
六
五
条
以
下
の
場
合
に
別
居
を
な
し
う
る
。

　
　
一
、
本
法
第
一
五
四
条
を
顧
慮
す
る
こ
と
。

　
　
二
、
主
務
裁
判
官
の
面
前
で
、
夫
婦
が
相
互
に
同
意
を
表
明
す
る
こ

　
　
　
と
o

第
一
六
条
民
法
一
六
六
条
は
以
下
の
と
う
り
修
正
す
る
。

　
第
一
六
六
条
別
居
判
決
を
付
与
す
る
際
、
裁
判
官
は
本
法
第
一
五
五

　
　
条
の
制
限
に
拘
束
さ
れ
な
い
。

　
　
　
別
居
に
つ
い
て
相
互
の
同
意
を
表
明
す
る
際
、
夫
婦
は
、
夫
婦
関

　
　
係
が
存
続
し
て
い
る
状
態
、
別
居
が
無
制
限
か
一
時
的
か
、
別
居
期

　
　
間
が
一
年
以
内
か
ど
う
か
を
明
確
に
す
る
。
一
時
的
別
居
の
期
限
が

　
　
終
了
し
た
場
合
、
和
解
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
但
し
夫
婦
は
裁

　
　
判
官
の
面
前
で
、
別
居
状
態
に
戻
ら
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
有

　
　
効
性
を
拡
す
る
こ
と
を
宣
言
し
う
る
。

　
　
　
夫
婦
双
方
の
合
意
に
よ
っ
て
別
居
判
決
が
下
さ
れ
る
た
め
に
は
、

　
　
ま
ず
第
一
に
夫
婦
双
方
の
子
の
看
護
の
方
法
、
子
の
保
育
、
教
育
お
よ

　
　
び
住
居
の
費
用
か
つ
場
合
に
よ
っ
て
は
夫
婦
各
自
の
扶
養
の
費
用
に

　
　
つ
い
て
分
担
す
べ
き
比
率
を
、
請
求
の
際
に
決
め
、
主
務
裁
判
官
に

　
　
対
す
る
文
書
に
よ
っ
て
、
別
居
を
請
求
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
夫
婦
の
子
の
保
育
、
教
育
お
よ
び
居
住
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
者

　
　
の
面
前
で
の
両
者
の
合
意
に
よ
り
、
夫
婦
が
共
同
で
責
任
を
負
う
。

民
法
第
一
六
五
条
　
別
居
中
の
妻
は
、
夫
の
管
理
下
か
ら
引
き
出
し
た
財

　
産
も
し
く
は
別
居
の
後
に
取
得
し
た
財
産
を
、
夫
か
ら
独
立
し
て
管
理

　
す
る
。

民
法
第
一
六
六
条
　
別
居
の
原
因
を
つ
く
っ
て
ぎ
た
夫
は
、
別
居
中
の
妻

　
の
健
全
か
つ
公
明
な
扶
養
費
に
つ
い
て
分
担
す
る
義
務
を
有
す
る
。
か

　
つ
裁
判
官
は
、
両
者
の
状
態
を
考
慮
し
て
、
分
担
の
額
お
よ
び
方
法
を

　
決
定
す
る
。



　
　
　
裁
判
官
は
検
事
の
見
解
を
考
慮
し
、
子
の
利
益
を
考
え
て
、
夫
婦

　
　
の
決
議
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
七
条
以
下
の
節
に
続
い
て
、
民
法
第
一
六
七
条
は
以
下
の
と
お
り

　
修
正
す
る
。

　
第
五
節
別
居
の
効
果

　
第
一
六
七
条
別
居
は
婚
姻
を
解
消
す
る
の
で
は
な
く
、
夫
婦
の
共
同

　
　
生
活
を
停
止
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
別
居
は
夫
婦
関
係
を
解
消
す
る
。

　
　
但
し
夫
婦
相
互
の
同
意
に
も
と
づ
き
か
つ
一
時
的
で
あ
る
場
合
、
両

　
　
者
が
現
在
の
夫
婦
関
係
を
維
持
す
る
意
思
を
表
明
し
た
場
合
は
こ
の

　
　
限
り
で
は
な
い
。

第
一
八
条
、
民
法
第
一
六
八
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
六
八
条
　
別
居
に
は
、
矛
盾
し
な
い
範
囲
で
離
婚
の
規
定
が
適
用

　
　
さ
れ
る
。

第
一
九
条
民
法
第
一
九
八
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
九
八
条
婚
約
書
の
有
無
を
問
わ
ず
、
夫
婦
は
い
ず
れ
も
、

　
　
　
　
コ
ロ
ソ
ど
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

法
律

民
法
第
一
六
七
条
　
別
居
中
の
夫
婦
が
和
解
し
た
場
合
、
夫
婦
関
係
お
よ

　
び
財
産
の
管
理
に
関
し
て
は
別
居
が
な
か
っ
た
と
同
様
に
、
別
居
前
の

　
状
態
に
回
復
す
る
。

　
　
こ
の
回
復
は
夫
婦
双
方
の
請
求
に
よ
り
、
裁
判
官
が
宣
言
す
る
。
か

　
つ
本
法
第
二
一
〇
条
の
、
夫
の
管
理
の
回
復
と
同
じ
効
果
を
生
じ
る
。

民
法
第
ニ
ハ
八
条
　
別
居
中
の
夫
婦
の
嫡
出
の
子
に
関
す
る
別
居
の
効
果

　
に
つ
い
て
は
、
第
一
巻
第
一
二
編
「
両
親
お
よ
び
嫡
出
子
間
の
権
利
お

　
よ
び
義
務
」
の
各
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

　
　
　
　
以
下
略

　
　
　
第
八
編
　
再
婚

　
　
民
法
第
一
六
九
条
か
ら
第
一
七
五
条
ま
で

　
　
　
第
九
編
　
夫
婦
間
の
権
利
義
務

　
　
民
法
第
一
七
六
条
か
ら
第
一
九
七
条
ま
で

民
法
第
一
九
八
条
　
夫
婦
は
い
ず
れ
も
、
婚
約
書
に
お
い
て
、

　
を
請
求
す
る
権
限
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九

財
産
分
離



コ
・
ソ
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ァ
民
法
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事
編
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改
正
法
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九
七
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年
）

が
付
与
し
た
財
産
分
与
を
請
求
す
る
権
限
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

第
二
〇
条
民
法
第
一
九
九
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
九
九
条
無
能
力
者
た
る
配
偶
者
が
財
産
の
分
離
を
請
求
す
る
た

　
　
め
に
は
、
特
別
な
後
見
人
を
選
定
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
二
一
条
民
法
第
二
〇
〇
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
二
〇
〇
条
以
下
の
場
合
に
は
、
夫
婦
の
い
ず
れ
も
財
産
分
離
を
請

　
　
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
O
別
居
を
正
当
化
す
る
事
由
と
同
様
の
原

　
　
因
に
よ
る
場
合
。
⇔
夫
婦
の
他
の
一
方
が
、
支
払
い
の
停
止
、
破

　
　
産
、
債
権
者
の
財
産
引
渡
し
の
申
し
込
み
、
支
払
い
不
能
あ
る
い
は

　
　
競
争
入
札
、
常
習
的
放
蕩
や
遊
享
に
よ
っ
て
、
夫
婦
関
係
に
お
い
て

　
　
原
告
の
利
益
を
過
度
に
減
少
せ
し
め
る
方
法
で
、
世
襲
財
産
を
詐
欺

　
　
的
に
も
し
く
は
公
然
と
、
不
注
意
に
管
理
す
る
場
合
。

第
二
二
条
民
法
第
壬
二
七
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
二
三
七
条
婚
姻
前
に
懐
胎
し
、
婚
姻
中
に
出
ま
れ
た
子
は
、
後
の

　
　
そ
の
婚
姻
に
よ
り
、
法
律
上
嫡
出
と
な
る
。
た
だ
し
法
規
定
に
従
っ

一
七
〇

夫
婦
の
い
ず
れ
か
に
関
す
る
財
産
分
離
の
原
因
億
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
e
法
定
別
居
も
し
く
は
単
な
る
別
居
（
富
ω
冒
亘
o
器
冨
冨
9
8

3
窪
o
壱
o
ω
）
を
正
当
化
す
る
事
由
。
◎
常
習
的
放
蕩
も
し
く
は
遊

享
。
㊧
夫
婦
関
係
に
お
い
て
、
他
の
一
方
の
利
益
を
過
度
に
減
少
せ
し

め
る
方
法
で
、
世
襲
財
産
を
詐
欺
的
に
も
し
く
は
公
然
と
、
不
注
意
に

管
理
す
る
場
合
。

　
夫
婦
の
相
互
の
同
意
も
、
財
産
分
離
原
因
で
あ
る
。

民
法
第
一
九
九
条
　
未
成
年
者
た
る
配
偶
者
が
財
産
分
離
を
請
求
す
る
た

　
め
に
は
、
特
別
の
後
見
人
を
任
命
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

民
法
第
二
〇
〇
条
　
民
事
訴
訟
法
第
六
九
八
条
に
よ
り
削
除

　
　
　
　
以
下
略

　
　
民
法
第
二
〇
一
条
か
ら
第
二
一
二
条
ま
で

　
　
　
第
一
〇
編
　
婚
姻
中
懐
胎
し
た
嫡
出
子

　
　
民
法
第
二
一
三
条
か
ら
第
二
三
五
条
ま
で

　
　
　
第
一
一
編
非
嫡
出
子

　
　
民
法
第
二
三
六
条

民
法
第
二
三
七
条
婚
姻
前
に
懐
胎
し
、
婚
姻
中
に
出
ま
れ
た
子
は
、
後

　
の
そ
の
婚
姻
に
よ
り
、
法
律
上
嫡
出
と
な
る
。
た
だ
し
法
規
定
に
従
っ



て
妊
娠
を
推
定
し
う
る
全
期
間
を
通
じ
て
、
子
の
母
へ
の
肉
体
的
接

近
が
絶
対
不
可
能
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
、
夫

は
婚
姻
成
立
の
目
か
ら
一
八
○
日
以
内
に
、
出
ま
れ
た
子
の
嫡
出
性

に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
こ
の
証
明
が
な
い
場
合
で
も
、
婚
姻
成
立
の
時
点
で
妊
娠

の
認
識
を
持
た
ず
、
か
つ
子
が
生
ま
れ
た
後
に
、
積
極
的
に
は
子
の

認
知
を
表
明
し
て
き
て
い
な
い
場
合
に
は
、
子
の
嫡
出
性
に
異
議
を

申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
夫
の
側
の
異
議
申
し
立
て
が
有
効
と
な
る
た
め
に
は
、
前
章
に
規

定
し
た
期
間
お
よ
び
形
式
で
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

コ
ロ
ン
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

て
妊
娠
を
推
定
し
う
る
全
期
間
を
通
じ
て
、
子
の
母
へ
の
肉
体
的
接
近

が
絶
対
不
可
能
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
、
夫
は
婚

姻
成
立
の
日
か
ら
一
八
O
日
以
内
に
、
生
ま
れ
た
子
の
嫡
出
性
に
異
議

を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
こ
の
証
明
が
な
い
場
合
で
も
、
婚
姻
成
立
の
時
点
で
妊
娠
の

認
識
を
持
た
ず
、
か
つ
子
が
生
ま
れ
た
後
に
、
積
極
的
に
は
子
の
認
知

を
表
明
し
て
き
て
い
な
い
場
合
に
は
、
子
の
嫡
出
性
に
異
議
を
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
以
下
略

　
民
法
第
二
三
八
条
か
ら
第
二
四
九
条
ま
で

　
　
第
一
二
編
　
両
親
と
嫡
出
子
間
の
権
利
義
務

　
民
法
第
二
五
〇
条
か
ら
第
二
六
八
条
ま
で

　
　
第
一
三
編
　
養
子

　
民
法
第
二
六
九
条
か
ら
第
二
八
六
条
ま
で

　
　
第
一
四
編
　
親
権

　
民
法
第
二
八
八
条
か
ら
第
三
一
一
条
ま
で

　
　
第
一
五
編
親
権
免
除

　
民
法
第
三
一
二
条
か
ら
第
三
一
五
条
ま
で
（
第
三
一
六
条
お
よ
び
三

　
　
一
七
条
は
削
除
）

　
　
第
一
六
編
　
実
子
（
削
除
）

　
　
第
一
七
編
両
親
と
実
子
間
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
（
削
除
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一



コ
ロ
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法
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編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

第
二
三
条
民
法
第
四
一
一
条
第
四
項
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
四
一
一
条
　
ア
リ
モ
ニ
ー
の
義
務
を
負
う
こ
と
。

　
　
四
、
有
責
配
偶
者
が
、
離
婚
も
し
く
は
別
居
し
た
無
責
配
偶
者
に
対

　
　
　
し
て
。

一
七
二

　
　
　
第
一
八
編
　
母
性
論
争

　
　
民
法
第
三
三
五
条
か
ら
第
三
三
八
条
ま
で

　
　
　
第
一
九
編
成
年
擬
制

　
　
民
法
第
三
三
九
条
か
ら
第
三
四
五
条
ま
で

　
　
　
第
二
〇
編
　
国
家
の
証
明

　
　
民
法
第
三
九
六
条
か
ら
第
四
一
〇
条
ま
で
（
第
三
四
六
条
な
い
し
第

　
　
　
三
九
五
条
は
削
除
）

　
　
　
第
二
一
編
法
定
扶
養
料

民
法
第
四
一
一
条
　
ア
リ
モ
ニ
ー
の
義
務
を
負
う
こ
と
。

　
一
、
夫
婦
の
他
の
一
方
に
対
し
て

　
二
、
正
統
の
卑
族
に
対
し
て

　
三
、
正
統
の
尊
族
に
対
し
て

　
四
、
別
居
し
た
無
責
の
妻
に
対
し
て

　
五
、
六
削
除

　
七
、
養
子
に
対
し
て

　
八
、
養
親
に
対
し
て

　
九
、
兄
弟
姉
妹
に
対
し
て

　
　
以
下
略

民
法
第
四
一
二
条
か
ら
第
四
二
二
条
ま
で

第
二
四
条
民
法
第
四
二
三
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。



　
第
四
二
三
条
　
裁
判
官
は
ア
リ
モ
ニ
ー
を
支
払
う
べ
き
方
法
お
よ
び
額

　
　
を
決
定
し
、
か
つ
こ
の
目
的
の
た
め
の
資
産
に
有
利
と
な
る
よ
う

　
　
に
、
貯
蓄
銀
行
あ
る
い
は
同
種
の
機
関
を
変
更
し
、
ア
リ
モ
ニ
ー
支

　
　
払
い
の
義
務
が
停
止
し
た
場
合
に
は
即
座
に
、
扶
養
者
あ
る
い
は
そ

　
　
の
相
続
人
に
返
還
す
る
よ
う
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
同
様
に
裁
判
官
は
、
離
婚
も
し
く
は
別
居
に
際
し
て
、
夫
婦
の
他

　
　
の
一
方
に
ア
リ
モ
ニ
ー
を
支
払
う
義
務
の
あ
る
配
偶
者
に
対
し
、
将

　
　
来
の
義
務
の
遂
行
を
保
証
す
る
た
め
、
動
産
あ
る
い
は
不
動
産
を
担

　
　
保
に
提
供
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
経
済
的
義
務
の
分
担
に
つ
い
て
、
民
事
訴
訟
法
第
一
三
七
条
に
従

　
　
っ
て
行
な
っ
た
夫
婦
間
契
約
は
有
効
で
あ
る
。
但
し
同
法
の
手
続
の

　
　
前
提
た
る
、
原
因
と
な
っ
た
状
況
が
変
更
し
た
場
合
、
当
事
者
の
請

　
　
求
に
よ
り
、
同
一
の
裁
判
官
に
よ
る
修
正
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
同
様
の
場
合
に
、
同
じ
手
続
ぎ
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
配
偶
者
も
、

　
　
判
決
が
定
め
た
義
務
の
分
担
に
つ
き
再
審
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。

第
二
五
条
民
法
第
一
八
二
〇
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
一
八
二
〇
条
夫
婦
関
係
は
次
の
場
合
に
解
消
す
る
。

　
　
U
、
婚
姻
の
解
消

　
　
二
、
裁
判
上
の
別
居
。
但
し
夫
婦
相
互
の
同
意
に
も
と
づ
き
、
具
体

　
　
　
的
に
、
両
者
が
夫
婦
関
係
を
維
持
す
る
意
思
を
表
明
し
た
場
合
は

コ
・
ソ
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

民
法
第
四
二
三
条
　
裁
判
官
は
ア
リ
モ
ニ
ー
を
支
払
う
べ
き
方
法
お
よ
び

　
額
を
決
定
し
、
か
つ
こ
の
目
的
の
た
め
の
資
産
に
有
利
と
な
る
よ
う

　
に
、
貯
蓄
銀
行
あ
る
い
は
同
種
の
機
関
を
変
更
し
、
ア
リ
モ
ニ
ー
支
払

　
い
の
義
務
が
停
止
し
た
場
合
に
は
即
座
に
、
扶
養
者
あ
る
い
は
そ
の
相

　
続
人
に
返
還
す
る
よ
う
指
図
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

民
法
第
一
八
二
〇
条
　
夫
婦
関
係
は
次
の
場
合
に
解
消
す
る
。

　
一
、
婚
姻
の
解
消

　
二
、
夫
婦
の
一
方
の
認
定
死
亡
。
但
し
出
生
お
よ
び
死
亡
の
編
の
規
定

　
　
に
従
う
こ
と
。

一
七
三
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こ
の
限
り
で
は
な
い
。

三
、
財
産
分
離
の
判
決

四
、
婚
姻
無
効
判
決
。
但
し
そ
の
無
効
が
本
法
第
一
四
〇
条
第
二
一

　
項
に
も
と
づ
い
て
宣
言
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
こ

　
の
場
合
に
は
夫
婦
関
係
が
成
立
し
て
い
な
い
。

五
、
無
能
力
者
に
あ
ら
ざ
る
夫
婦
の
相
互
の
一
致
に
ょ
る
。
こ
の
場

　
合
公
正
証
書
の
本
文
に
、
婚
姻
共
同
体
の
財
産
目
録
と
そ
の
負
債

　
お
よ
び
決
算
を
記
入
す
る
こ
と
を
要
す
。

　
　
但
し
夫
婦
は
、
夫
婦
関
係
の
解
消
お
よ
び
清
算
を
証
書
に
登
録

　
す
る
以
前
の
資
格
で
、
債
権
者
に
対
し
て
共
同
責
任
を
負
う
も
の

　
と
す
る
。

　
　
第
三
者
に
対
抗
し
得
る
た
め
に
は
、
前
記
の
公
正
証
書
は
、
法

　
規
定
に
従
っ
た
登
記
を
必
要
と
す
る
。

　
　
本
項
の
規
定
は
、
離
婚
お
よ
び
裁
判
上
の
別
居
に
よ
り
解
消
し

　
た
夫
婦
関
係
の
清
算
に
適
用
さ
れ
る
。

三
、

四
、

一
七
四

永
続
的
別
居
あ
る
い
は
財
産
分
離
の
判
決
。

婚
姻
無
効
判
決

　
　
以
下
略

　
な
お
一
巻
（
人
事
編
）
第
四
二
四
条
以
降
の
規
定
体
裁
は
以
下
の

と
お
り

民
法
第
四
二
四
条
か
ら
第
四
二
七
条
ま
で

　
第
二
二
編
　
後
見
お
よ
び
看
護
の
一
般
規
定

民
法
第
四
二
八
条
か
ら
第
四
六
二
条
ま
で

　
第
二
三
編
　
後
見
お
よ
び
看
護
の
前
提
要
件
お
よ
び
手
続
き

民
法
第
四
六
三
条
か
ら
第
四
七
九
条
ま
で

　
第
二
四
編
　
財
産
に
関
す
る
後
見
人
お
よ
び
看
護
者
の
委
任

民
法
第
四
八
○
条
か
ら
第
五
一
六
条
ま
で

　
第
二
五
編
　
後
見
に
関
す
る
特
別
規
定

民
法
第
五
一
七
条
か
ら
第
五
二
三
条
ま
で

　
第
二
六
編
　
未
成
年
者
の
後
見
に
関
す
る
特
別
規
定

民
法
第
五
二
四
条
か
ら
第
五
三
〇
条
ま
で

　
第
二
七
編
　
放
蕩
者
の
補
佐
に
関
す
る
特
別
規
定

民
法
第
五
三
一
条
か
ら
第
五
四
四
条
ま
で

　
第
二
八
編
　
精
神
病
者
の
補
佐
に
関
す
る
特
別
規
定

民
法
第
五
四
五
条
か
ら
第
五
五
六
条
ま
で



第
二
六
条
民
事
訴
訟
法
第
四
一
四
条
第
二
項
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す

　
る
。

　
第
四
一
四
条
当
該
手
続
き
が
適
用
さ
れ
る
事
項

　
　
　
次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
程
度
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
略
式
手
続

　
　
で
処
理
決
定
す
る
こ
と
。

　
　
　
二
、
民
事
婚
の
離
婚
お
よ
び
民
事
婚
と
教
会
婚
の
裁
判
上
の
別

　
　
　
　
居
。
但
し
両
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
請
求
さ
れ
る
場
合
は
こ
の

　
　
　
　
限
り
で
は
な
い
。

第
二
七
条
　
民
事
訴
訟
法
第
四
二
三
条
は
以
下
の
と
お
り
修
正
す
る
。

　
第
四
二
一
二
条
　
離
婚
手
続
に
お
い
て
は
次
の
規
定
を
遵
守
す
る
こ
と
を

　
　
要
す
る
。

　
　
一
、
離
婚
請
求
を
許
可
す
る
際
、
あ
る
い
は
緊
急
を
要
す
る
場
合
に

　
　
　
は
そ
れ
以
前
に
、
裁
判
官
は
以
下
の
処
置
を
決
定
す
る
。

　
　
　
④
　
夫
婦
の
別
々
の
住
所
を
正
式
な
も
の
と
認
め
る
こ
と
。
夫
婦

　
　
　
　
が
適
格
年
令
に
な
い
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
寄
託
地
を

　
　
　
　
父
も
し
く
は
最
も
近
い
親
族
の
家
あ
る
い
は
裁
判
官
の
裁
量
に

　
　
　
　
よ
る
他
人
の
家
と
す
る
。

　
　
　
＠
　
子
の
看
護
は
、
夫
婦
の
一
方
あ
る
い
は
双
方
も
し
く
は
子
の

　
　
　
　
保
護
に
最
適
と
思
わ
れ
る
場
合
は
第
三
者
の
も
と
に
お
く
。

　
　
　
の
　
夫
婦
の
他
の
一
方
と
夫
婦
の
子
の
、
居
住
と
扶
養
の
費
用
お

　
　
　
　
よ
び
子
の
教
育
の
た
め
に
、
夫
婦
各
自
が
そ
の
資
力
に
応
じ
て

コ
ロ
ソ
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

　
第
二
九
編
　
聾
唖
者
の
補
佐
に
関
す
る
特
別
規
定

民
法
第
五
五
七
条
か
ら
第
五
六
〇
条
ま
で

　
第
三
〇
編
　
財
産
の
管
理

民
法
第
五
六
一
条
か
ら
第
五
八
O
条
ま
で

　
第
三
一
編
補
助
的
看
護
人

民
法
第
五
八
一
条
お
よ
び
第
五
八
二
条

　
第
三
二
編
　
特
別
看
護
人

民
法
第
五
八
三
条
お
よ
び
第
五
八
四
条

　
第
三
三
編
　
後
見
人
お
よ
び
看
護
者
の
無
能
力
お
よ
び
免
除

民
法
第
五
八
五
条
か
ら
第
六
二
二
条
ま
で

　
第
三
四
編
　
後
見
人
お
よ
び
看
護
老
の
報
酬

民
法
第
六
一
四
条
か
ら
第
六
二
六
条

　
第
三
五
編
　
後
見
人
お
よ
び
看
護
者
の
罷
免

民
法
第
六
二
七
条
か
ら
第
六
三
二
条
ま
で

　
第
三
六
編
　
法
人

民
法
第
六
三
三
条
か
ら
第
六
五
二
条
ま
で

一
七
五
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分
担
す
べ
き
割
合
い
を
明
確
に
す
る
。

◎
　
妻
が
妊
娠
し
て
お
り
、
か
つ
夫
が
出
産
を
避
け
る
こ
と
を
希

　
　
望
し
て
い
る
場
合
、
法
規
定
に
従
っ
て
必
要
な
予
防
策
を
命
ず

　
　
る
こ
と
。

㈹
　
夫
婦
共
同
体
の
財
産
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て

　
　
は
、
夫
婦
の
一
方
が
権
利
を
有
す
る
ア
リ
モ
ニ
ー
の
支
払
い
を

　
　
保
証
す
る
目
的
で
、
特
有
財
産
に
つ
い
て
も
、
民
事
訴
訟
法
第

　
　
六
九
一
条
の
一
に
定
め
た
処
置
を
命
ず
る
こ
と
。

二
、
妥
当
な
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
法
第
四
一
〇
条
の
規
定
を
適
用

す
る
。
裁
判
官
が
適
当
と
考
え
た
場
合
に
は
、
同
様
に
子
に
も
聴

問
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
、
そ
の
場
合
、
離
婚
お
よ
び
反
訴
の
請
求
に
応
じ
て
、
裁
判
官
は

調
停
の
た
め
の
聴
問
に
各
自
が
協
力
す
る
よ
う
に
、
夫
婦
双
方
の

　
召
喚
を
命
ず
る
。

　
　
夫
婦
の
い
ず
れ
か
が
参
集
し
な
い
か
、
も
し
く
は
調
停
が
失
敗

　
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
最
初
の
聴
問
の
ニ
ヵ
月
以
後
三
ヵ
月

　
以
内
に
、
第
二
の
聴
問
の
た
め
に
召
喚
す
る
。

　
　
第
二
の
聴
問
に
お
い
て
も
調
停
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
、
裁
判

官
は
こ
の
手
続
き
を
継
続
す
る
こ
と
を
命
ず
る
。

四
、
裁
判
官
が
和
解
に
よ
り
離
婚
手
続
ぎ
を
終
了
し
た
と
宣
言
す
る

　
た
め
に
は
、
夫
婦
双
方
が
各
自
別
固
に
提
出
し
た
文
書
に
よ
る
明

一
七
六



　
確
な
講
求
が
必
要
で
あ
る
。

五
、
裁
判
官
は
離
婚
を
認
め
る
判
決
文
で
次
の
こ
と
を
決
定
す
る
。

　
④
　
未
成
年
の
子
を
、
夫
婦
の
一
方
の
も
し
く
は
双
方
の
あ
る
い

　
　
は
第
三
者
の
看
護
の
も
と
に
お
く
。
但
し
そ
の
決
定
に
際
し
て

　
　
は
、
子
の
年
令
、
性
お
よ
び
確
証
さ
れ
た
離
婚
原
因
を
考
慮
し

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
＠
確
証
さ
れ
た
離
婚
原
因
が
停
止
あ
る
い
は
喪
失
し
た
場
合
、

　
　
独
立
し
て
い
な
い
子
の
親
権
者
を
い
ず
れ
と
す
る
か
。
あ
る
い

　
　
は
後
見
人
の
も
と
に
お
く
べ
き
か
否
か
。

　
の
　
民
法
第
二
五
七
条
第
二
お
よ
び
第
三
文
の
規
定
に
従
っ
て
、

　
　
夫
婦
双
方
の
子
の
保
育
、
教
育
お
よ
び
居
住
の
費
用
に
つ
き
、

　
　
夫
婦
が
負
担
す
べ
き
割
合
。

　
⇔
　
場
合
に
よ
っ
て
は
、
夫
婦
の
一
方
が
他
方
に
支
払
う
べ
き
扶

　
　
養
年
金
総
額
。

六
、
婚
姻
お
よ
び
夫
婦
各
自
の
出
生
の
欄
に
記
載
す
る
た
め
、
離
婚

　
を
決
定
し
た
判
決
文
の
写
し
を
、
各
管
轄
の
戸
籍
吏
に
送
付
す
る

　
こ
と
。

第
一
　
民
事
お
よ
び
教
会
婚
の
別
居
手
続
き
に
は
本
条
の
妥
当
す
る

　
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
別
居
判
決
執
行
後
に
和
解
が
成
立
し
た
場
合
、
裁
判
官
は
別

　
居
を
終
決
さ
せ
る
判
決
を
平
明
に
下
す
。

コ
・
ン
ビ
ア
民
法
（
人
事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

一
七
七
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第
三
　
教
会
婚
に
つ
い
て
は
、
政
教
協
約
第
九
条
第
二
項
の
規
定
を

　
　
　
適
用
す
る
。
そ
の
際
手
続
ぎ
を
取
り
扱
う
裁
判
所
は
、
和
解
訴
訟

　
　
　
お
よ
び
政
教
協
約
に
定
め
る
牧
師
の
訴
訟
を
終
決
さ
せ
る
た
め
に

　
　
　
は
、
各
管
区
の
司
祭
に
通
告
す
る
こ
と
。

　
　
第
四
　
い
ず
れ
の
場
合
に
も
裁
判
官
は
、
別
居
の
た
め
に
提
起
さ
れ

　
　
　
た
訴
訟
手
続
の
際
に
は
離
婚
を
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一

　
　
　
方
離
婚
の
た
め
に
提
起
さ
れ
た
手
続
き
に
お
い
て
、
補
助
的
に
別

　
　
　
居
が
請
求
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
官
は
別
居
を
宣
言
し
得

　
　
　
る
。

第
二
八
条
民
事
訴
訟
法
第
四
四
二
条
は
、
第
一
六
項
と
し
て
以
下
の
規

　
定
を
追
加
す
る
。

　
第
四
四
二
条
次
の
事
項
は
口
頭
手
続
き
で
処
理
す
る
。
重
要
度
に
は

　
　
か
か
わ
り
な
い
。

　
　
一
六
、
夫
婦
双
方
の
合
意
に
も
と
づ
く
別
居
。

　
　
　
　
こ
の
手
続
き
に
は
民
法
第
一
六
六
条
の
二
、
三
お
よ
び
四
項
が

　
　
　
適
用
さ
れ
る
。

第
二
九
条
　
本
法
に
お
い
て
、
離
婚
に
関
す
る
規
定
は
民
事
婚
に
適
用
さ

　
れ
、
別
居
お
よ
び
財
産
分
離
に
関
す
る
規
定
は
、
民
事
婚
お
よ
び
宗
教

　
婚
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
儀
式
の
時
期
は
、
本
法
効
力
発
生
の

　
前
後
を
問
わ
な
い
。

第
三
〇
条
　
異
宗
教
間
婚
姻
の
場
合
に
、
特
免
に
よ
り
挙
式
し
た
宗
教
婚

一
七
八



　
は
、
当
事
者
が
民
事
上
の
拘
束
を
受
け
な
い
と
同
時
に
民
事
上
の
効
力

　
を
生
じ
な
い
。
司
法
管
轄
区
の
各
最
高
裁
判
所
は
、
夫
婦
の
被
拘
束
の

　
状
態
を
確
認
し
た
う
え
で
、
完
全
な
効
果
を
備
え
る
た
め
に
戸
籍
簿
に

　
教
会
婚
の
記
載
を
な
す
こ
と
を
命
ず
る
。

第
三
一
条
　
本
法
は
公
布
の
日
以
降
効
力
を
生
じ
、
こ
れ
と
反
す
る
規

　
定
、
特
に
一
八
八
七
年
法
律
第
五
七
号
の
第
六
条
お
よ
び
同
年
法
律
第

　
一
五
三
号
の
第
五
二
条
は
削
除
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
五
年
一
二
月
一
五
日
制
定
）

　
な
お
本
稿
は
、
現
地
で
資
料
を
求
め
ら
れ
、
帰
国
後
直
ち
に
資
料
を
筆
者
に
提
供
さ
れ
た
、
F
社
社
員
吉
水
法
生
氏
の
御
好
意
な
し
に
は
紹
介
で
き

な
か
っ
た
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
研
究
に
伴
う
資
料
収
集
の
困
難
さ
を
思
う
と
き
、
同
氏
に
は
学
界
の
た
め
と
く
に
、
誌
上
を
借
り
て
感
謝
の
意
を
表
し

た
い
。

（
一
九
七
六
年
一
一
月
稿
）

コ
p
ン
ビ
ア
民
法
（
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事
編
）
改
正
法
（
一
九
七
六
年
）

一
七
九


